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STEP1：デジタル庁HPで意見を収集（2023年7月10日より開始）

STEP2：各システムHPで意見を収集するツール作成とトライアル実施
（マイナポータルで2023年10月より、デジタル庁ウェブサイトで2024年6月より開始）

STEP3：各PJMOへの展開
(1) 2025年8月4日の第8回事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議で周知
(2) 2025年10月中にリリース

これまでの利便性向上の取り組み



3集計期間：2023年7月10日～2023年9月26日

デジタル庁HPで意見を収集

STEP1：利用者からのフィードバック

デジタル庁では、UIの調査点検を実施し、課題の解決に
取り組んでおり、 2023年7月から利用者からのフィード
バックを受けて、利用者視点での改善を継続的に行って
いくために、デジタル庁が意見を集約するフォームを設
置し、改善内容を取りまとめ、各府省庁と協力しながら
サービス改善に活かしていくサポートを行っています。

しかしながら、実際のシステム利用から離れたデジタル
庁のウェブサイトで意見を収集していることもあり、時
間の経過とともに回答数が減少しているほか、UIや操作
性といった具体的な使い勝手に関する声は十分に集まら
ず、制度全体やデジタル庁そのものへの意見が中心と
なっている現状にあります。

https://www.digital.go.jp/government-system-ui
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現状を踏まえて、各府省がシステムに簡単に導入できる仕組みを開発しました。設計は5段階評価を軸にしたシンプルな質問とすること
で、回答しやすさを高め、十分な母数を確保できるよう工夫しています。設置場所は原則として申請手続の完了画面を想定しており、作
業直後の生の声を収集するものとなっています。

基本項目（共通で設置すべき項目） 追加項目（所管課の判断で追加設定可能）

各システムで導入しやすいツール化（ユーザーレビューツール）の実施

STEP2：各システムHPで意見を収集するツール作成
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デジタル庁ウェブサイト：利用者の声から改善、効果を実感

STEP2：トライアル実施1

改善前 改善後

マイナンバーカー
ドは作っていな
い。今の保険証は
使えなくなるの？

保険証変更の
手続きが不明確

マイナンバーカード
ないと病院いけないの？

このページで探していた
情報は見つかりましたか？

はい：30.2％
いいえ：69.8％

利用者の声

・登録するには、役所に行かないと
いけないと思っていました 
・転職した時どうなるのか、解決し
ました
・マイナ保険証を作るきっかけにな
り参考になりました
・マイナンバーカードに保険証の紐
付けの方法が分かりやすかった

ユーザーニーズに合
わせ掲載順を修正

初回利用登録につ
いて情報を上部に

利用方法の記載の拡
充（テキスト・画像
版でも掲載）

デジタル庁ウェブサイトにユーザレビューツールを試験導入（2024年6月～）し、利用者の満足度や自由記述の声を収集しています。
頂いたコメントを実際の改善に反映することで、仕組みの有効性と効果が確認できました。

このページで探していた
情報は見つかりましたか？

はい：86.3％
いいえ：13.7％

紐付け方法が
知りたい



マイナポータル：回答数が伸び、改善サイクルが定着

STEP2：トライアル実施2

マイナポータルのクイックサーベイ 回答数
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マイナポータルにおけるユーザーレビューの回答数は前年を上回り、利用者からのフィードバックを起点とした改善の循環が機能してい
ます。収集した意見を施策に反映し、その効果を再び利用者の声として確認するというサイクルが定着し、有効に運用されています。
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8月連絡会議で周知済み、10月にはガイドラインを発出
STEP3：各PJMOへの展開

5. 3 フィードバックの取得
各府省は、サービス・業務運営中の情報シ
ステムのユーザビリティ改善プロセスを効
果的に機能させるため、国民向けの情報シ
ステムにおいて、下記の対策を実施するよ
う努める。

検証を経て有効性を確認した仕組みは、2025年8月4日の第8回事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議で各省審議官級に働き
かけを行ったところです。加えて10月にデジタル社会推進標準ガイドライン「DS-670.1 ユーザビリティガイドライン
（Normative）」を発出しました。デジタル庁が提供する利用者が回答しやすい評価フォームの雛形や分析基盤であるダッシュボード
と併せて府省庁へ展開する準備を進めているところです。

DS-670.1
ユーザビリティガイドライン

評価フォームの雛形

ダッシュボード

府省庁展開へ

5. 3. 1 利用者向けフィードバック
フォームの設置
情報システムに対する要望や不満等を利用
者がフィードバックできるようにするた
め、別途デジタル庁が提供する雛形に沿っ
た、利用者向けフィードバックフォーム等
を設置して利用者からの意見を収集し、情
報システムの改修に役立てる。
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